
 
 
 

付 議 第 １ 号 
 
 

 
県立高等学校再編振興計画「後期実施計画」の策定に関する議案 

 
 
 県立高等学校再編振興計画「後期実施計画」を、案のとおり決定することに

ついて、議決を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 高知県教育委員会事務委任規則 

 第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

   (36)前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に重要であると認める事項を決定すること。 

 

 



 
 

 

県立高等学校再編振興計画 

「後期実施計画」（案） 

（平成 31 年度～平成 35 年度） 
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県立高等学校再編振興計画「後期実施計画」（案）の意見公募（概要） 

《意見公募期間：平成 30 年 10 月 24 日から 11 月 22 日まで》 

 
１ ご意見 
 ６名１団体から 36 件 
  
 
２ 意見の概要 
（１）全体（４件） 
   ・計画に賛成、期待（２件） 
   ・全体のバランスがとれているのか（１件） 
   ・「働き方改革に配慮」の明記（１件） 

（２）遠隔教育の実施（１件） 
   ・「働き方改革に配慮」又は「人員増の配置」の明記（１件） 

（３）南海トラフ地震への対応（２件） 
   ・高知海洋高等学校と宿毛高等学校の方向性の早急な明示（１件） 
   ・移転先の安芸桜ケ丘高等学校は高台といえるか〔質問〕（１件） 

（４）安芸中学校・高等学校と安芸桜ケ丘高等学校の統合（19 件） 
   ・移転先の校地での南海トラフ地震や土砂崩れへの対応が必要（２件） 
   ・農業科の設置又はそれに関する取組が必要（１件） 
   ・校歌、校章は安芸高等学校のものを使用。制服は子どもの希望を聞いて決定（１件） 
   ・安芸第一小学校を統合校に隣接（１件） 
   ・看護専門学校を統合校に併設、その研修棟を安芸病院に建設（１件） 
   ・安芸中学校・高等学校の現在の南校舎の改築の理由と跡地利用〔質問〕（１件） 
   ・工業科を１科にした根拠〔質問〕（２件） 
   ・この学科構成の理由。また、建築科をなくした理由〔質問〕（５件） 
   ・東部地域の技術者不足や工業発展についての考え方〔質問〕（１件） 
   ・地域貢献や地域活性化活動、安芸市とのフレンドシップ協定の考え方〔質問〕（１件） 
   ・電気、化学、建築分野を学びたい生徒は経済的負担などの増加〔質問〕（１件） 
   ・中高一貫の特色や中学校のカリキュラムの考え方〔質問〕（１件） 
   ・統合校の将来ビジョンの明示（１件） 

（５）窪川高等学校と四万十高等学校（２件） 
   ・今後の統合の可能性も見据えた通学支援等の対応策（１件） 
   ・統合し、校名変更（１件） 

（６）高知追手前高等学校吾北分校（１件） 
   ・本校に統合し、スクールバスを運行（１件） 

（７）中村高等学校西土佐分校（１件） 
   ・本校に統合し、スクールバスを運行（１件） 

（８）室戸高等学校（１件） 
   ・学科改編し、校名変更。寮を新築（１件） 

（９）山田高等学校の学科改編（２件） 
   ・「探究科（案）」の新設に賛成。普通科の活性化にも期待（２件） 

（10）中芸高等学校（１件） 
   ・近隣の小中学校を中芸高等学校の敷地へ。将来、中芸高等学校は安芸高等学校のキャンパス校

へ（１件） 

（11）嶺北高等学校（１件） 
  ・ダム湖畔へ移転。学科改編。近隣の中学校などと連携（１件） 

（12）檮原高等学校（１件） 
  ・学科改編し、校名変更（１件） 
  

参考資料１ 



県立高等学校再編振興計画「後期実施計画」（案）へのご意見に対する考え方 
 
県立高等学校再編振興計画「後期実施計画」（案）について、平成 30 年 10 月 24 日（水）から平成 30 年 11 月 22 日（木）まで県民の皆様からのご意見を募集しましたところ、６名と１団

体の方から 36 件のご意見をいただきました。 
 お寄せいただいたご意見とご意見に対する考え方について、下記のとおり取りまとめましたので、公表します。 
 ご意見をお寄せいただいた皆様に厚くお礼申しあげます。 
 なお、複数のご意見をいただいている場合は、その趣旨に沿って分類・整理したうえで記載させていただいておりますので、ご了承ください。 
 

項目 
(該当ﾍﾟｰｼﾞ) 

番

号 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 

全体 

 

１ 高知県内の高等学校の現状と課題をしっかりと把握・整

理し、さらに県内各地域に足を運び、各自治体や関係者の

方々の声も丁寧に聴取し、ＩＣＴ活用教育等時代のニー

ズ、南海トラフ地震への対応や中山間地域の活性化、各地

域それぞれの特色を生かすことやそこにある課題の解決

など、高知県としての幅広いニーズも加味されて作成され

た計画（案）となっていると思います。 

この計画（案）が承認され、順次実施されることにより、

県内の高等学校教育がこれまで以上に充実するとともに、

各高等学校が各地域にとってもより大切な存在となり、ま

た地域活性化の可能性が高まっていくことが期待されま

す。 

 

 全体の施策はもちろん、各学校の振興策の取組を着実に実施し、県内全ての県立中学校・高等学校の

振興に努めてまいります。 

２  全体的にこれからの社会に求められる力を付けるため

の方策が随所に見られることと、それぞれの地域の振興に

つながる課題や期待に添った計画になっていると感じる。 

 

３  教育環境のバランスが、西部、中部、東部で取れている

と考えているのか。 

 平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間の県立中学校・高等学校の在り方と方向性を示した「県

立高等学校再編振興計画」（平成 26 年 10 月策定）では、県内を東部、中部、北部、高吾、幡多の５地

域として、「生徒数が減少する中においても、高等学校としての教育の質を維持、向上していくことが

できるよう、各地域の実態や県全体のバランス等を考慮しながら、適正な学校の維持と適切な学校の配

置に努める」を基本方針とし、今回の「後期実施計画」（案）においても、学校、学校関係者、地域か

らの意見聴取を行いながら策定しております。 

 なお、懸案事項としてありました幡多地域に「商業科」の設置がないことについては、商業系列や商

業コースにおいて活動を充実させていくことで対応することとしております。 

 

４ 「後期実施計画」を実行するに当たり、教職員の負担が

増える恐れがある。配慮事項として、教員の「働き方改革」

に逆行しないよう、十分配慮することを明記してくださ

い。 

「働き方改革」については、県教育委員会全体として取り組んでまいります。 

なお、「後期実施計画」は、県立中学校・高等学校の再編及び振興策を内容とするものですので、ご

指摘の内容の記載については、行わないこととさせていただきます。 

参考資料２ 



項目 
(該当ﾍﾟｰｼﾞ) 

番

号 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 

遠隔教育の 

実施 

(２ﾍﾟｰｼﾞ) 

５ 遠隔教育の実施に当たっては、①教員の「働き方改革」

に逆行しないよう、十分配慮する。または、②実施に当た

っては、授業の準備や機器操作・管理等のために必要な人

員配置を行う。と明記してください。 

遠隔教育の実施に当たっては、従来の学校間の実施に加え、県教育センターを配信拠点とする取組も

行うこととしています。 

「後期実施計画」は、県立中学校・高等学校の再編及び振興策を内容とするもので、ご指摘の内容の

記載については、行わないこととさせていただきますが、これまでも遠隔教育を新たに導入する学校に

ついては、機器の操作に関しては、マニュアルの作成や校内での研修会の実施など、また、管理等につ

いても業者サポートによる対応、さらに、遠隔教育を活用した授業についても、指導力向上のための研

修会を実施してきています。 

今後、さらに遠隔教育の導入校が増加していくことになりますので、これまでの成果の共有や研修会

を通して、誰もが使える遠隔教育システムとなるようにしていきます。 

 

 

 

南海トラフ地 

震への対応 

(３・４ﾍﾟｰｼﾞ) 

６ 南海トラフ地震への対応にかかる高知海洋高等学校と

宿毛高等学校の移転については、生徒・教職員の人命と安

全を確実に守るという視点から、移転の方法及び移転場所

の候補地について、可能な限り早く方向性を示してくださ

い。 

現校地での取組については、「後期実施計画」（案）の３・４ページにお示ししているように、地域

と連携した避難訓練等の実施やＢＣＰ（事業継続計画）の策定等のソフト面の対策と同時に、避難場

所の確実な確保や、避難場所へ向かう避難路の安全確保を徹底して行うなど、ハード面の整備を実施

します。 

なお、安全確保については、複数の防災の専門家による現地検証を実施し、避難マニュアルの再検

討を行います。 

また、「後期実施計画」（案）の３・４ﾍﾟｰｼﾞにお示ししているように、一部の学校施設等の適地への

移転の可能性も含め、将来の学校の在り方についても、平成 31 年度から学校関係者や地元自治体、地

域の方々と協議する会を開催し、移転する場合の範囲（高知海洋高等学校の場合は、実習場所、学科・

コースの一部移転等。宿毛高等学校の場合は、グラウンドや体育館を除く校舎の移転等）や、移転の方

法、移転場所の候補地などについて協議することとしております。 

 

 

 

７  津波への対応のため、浸水地域にある高等学校の高台移

転は、予算のこともありますが、速やかに行っていただき

たいと考えます。 

なお、安芸桜ケ丘高等学校の敷地は高台とはいえず、大

丈夫でしょうか。 

 最大クラス（Ｌ２）の津波によって 30cm 以上浸水するとされている県立高等学校のうち、２校につ

いては「前期実施計画」で、３校については「後期実施計画」（案）で移転等の対応をすることにして

います。さらに、高知海洋高等学校と宿毛高等学校につきましては、上記「６」で回答した対応を行う

ことにしております。 

残り６校のうち、１校については校舎は浸水しません。また、５校は校舎１階が一部浸水する状況が

予想されておりますので、各校の浸水状況や津波到達までの時間を踏まえた避難マニュアルやＢＣＰの

策定を徹底していきます。 

 また、現在の安芸桜ケ丘高等学校への敷地への統合については、現在の校舎の１階部分は数 10cm 浸

水する想定になっておりますが、新築する校舎においては、１階部分を駐車・駐輪場とし、生徒や教職

員が常にいる場所を２階以上にするなど、浸水対策を行った改築・改修を予定しています。 

 

 

 



項目 
(該当ﾍﾟｰｼﾞ) 

番

号 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 

安芸中学校・高

等学校と安芸

桜ケ丘高等学

校の統合 

(５・６・14・49

ﾍﾟｰｼﾞ) 

８  桜ケ丘は土佐くろしお鉄道の盛り土と山に囲まれた狭
い土地です。この地域の南半分は津波の浸水域になってお
り、安芸桜ケ丘高等学校のグランドも浸水が予想され、決
して安全な場所ではありません。安芸中学校・高等学校を
移転する場合、慎重な造成工事が必要です。市営球場や安
芸ドームは次の南海地震の際の避難場所やヘリポート、災
害救援物資の集積場所になっており、統合する安芸中学
校・高等学校も協力して次の震災に立ち向かわなくてはな
りません。また、このエリアでは大規模な催し物を開催し
ます。駐車場が足りない時は、学校も協力して駐車場を提
供すべきです。お客さんであってはならないのです。 
 この狭い土地には十分に利用されていない空き地など
があり、この桜ケ丘を県東部地域の防災拠点とするため
に、安芸市と綿密な打ち合わせをし、新たな土地の購入や
かさあげ、道路の整備などをしなければなりません。また、
埋め立てた場所は、地震の際は液状化などの被害を受ける
場合があり、十分な調査が必要です。矢ノ丸にある県の総
合庁舎が津波の直撃をうけ機能停止になった際には、統合
する学校が県の司令塔の役割をできるよう大胆に予算投
入して整備すべきと思います。「安芸桜ケ丘高等学校の敷
地に統合後の学校を設置する」などと安易なことばでは次
の巨大地震には立ち向かえないのです。災害の避難者のた
めにもエアコンの設置をお願いしたい。 
 安芸桜ケ丘高等学校の背後地は土砂崩れの恐れがあり
十分な対策が必要です。熊本や北海道の地震では土砂崩れ
が起こり人的被害もありました。この場所でこのようなこ
とがあってはなりません。 

新築する校舎においては、１階部分を駐車・駐輪場とし、生徒や教職員が常にいる場所を２階以上に

するなど、浸水対策を行った改築・改修を予定しておりますので、造成工事は計画しておりません。 

よって、埋め立てる予定もしておりませんが、新築する校舎や体育館については、耐震対策も含めた
建物の設計を行ってまいります。 
駐車場の提供については、これまでも教育活動に支障がない範囲の中で対応してきておりますので、

今後も同様の対応をしてまいります。 
新たな土地の購入については、現在の敷地内で新たな体育館や校舎の新築、改修を計画しております

ので、予定しておりません。 
なお、「後期実施計画」（案）の６ﾍﾟｰｼﾞにお示ししているように、ハード面の整備については、「移転

先となる安芸桜ケ丘高等学校の普通教室となる校舎と体育館を津波対策を踏まえたものに改築する」と
していますので、現在の校外の避難先から学校を避難先とする整備や、一時避難場所としても活用でき
る方向で、今後の施設整備を計画していく予定をしています。併せて学校としてのＢＣＰの策定も行う
予定をしています。 
災害の避難者のためのエアコン整備については、災害時のライフラインの回復のこともございません

が、生徒達が学ぶ環境であることも含め、必要な整備は行う予定をしております。 
道路の整備については、検討過程の会議においても「通学路の安全整備の必要性」についてのご意見

がありましたので、このことについては、今後、安芸市等と協議していく予定をしています。 
県の安芸総合庁舎は免震構造を採用しており、また、津波は最大で２階まで浸水が想定されています

が、津波対策として柱や梁等構造体の補強等も行うなど、災害時にも機能するようにしております。 
このため、統合する学校にはじめからその機能を担わせる予定はしておりませんが、被災後には様々

なことが起こり得ると思われますので、必要に応じて連携・対応をしてまいります。 
土砂崩れへの対応については、現在、安芸桜ケ丘高等学校において、「土砂災害に関する避難確保計

画」を作成しており、策定後はそれに基づいた対応を実施してまいります。 
なお、これまでも雨天時において流出する水の観察は行っており、一定の降雨量（時間雨量 10mm 程

度）を超えると、斜面を伝い水が流れ落ちる状況となり、その水が濁水となった場合は危険であるため、
これを避難措置をとるなどの判断基準としており、そうした場合は、斜面に面した校舎内の教室での授
業を行わないなどの対応を実施することとしています。 ９  津波被害のことを考えて、桜ケ丘町に統合するのであれ

ば、地震や津波からの災害対策や直後の安全確保や被災後
の命を繋ぐ対策や被災後の学校運営は、どのように考えて
いるのでしょうか。 

10  安芸市立第一小学校は安芸高等学校と同じく津波浸水
の恐れがあり、移転する必要があります。統合時の校地と
なる現在の安芸桜ケ丘高等学校に隣接して建設できない
でしょうか。 

 「後期実施計画」は、県立中学校及び県立高等学校の再編及び振興策を内容とするもので、市町村立
小学校の設置などに関する内容については、ご意見があったことを所管する安芸市教育委員会にお伝え
させていただきます。 

11  安芸市に開校を検討している看護専門学校を統合する
安芸中学校・高等学校へ併設することはできないか。 
 また近接する安芸病院に研修棟の建設をお願いする。 

「後期実施計画」は、県立中学校及び県立高等学校の再編及び振興策を内容とするもので、看護専門
学校に関する内容については、こうしたご意見があったことを県の関係課にお伝えさせていただきま
す。 

12 安芸桜ケ丘高等学校の工業科と商業科は共に安芸高等
学校から生まれ分かれたものです。校章と校歌はそのまま
使うべきと思います。制服は子供たちの希望を聞いて、新
しくしてもいいのではないでしょうか。 

両校ともこれまで積み重ねてきた歴史や伝統がありますので、「後期実施計画」（案）の６ﾍﾟｰｼﾞにお
示ししているように、校章・校歌・制服・スクールカラー等の取扱いについては、両校の学校関係者等
の意見もお聴きしながら、制服については平成 31 年 10 月末、それ以外の校章等については平成 33 年
度末までに県教育委員会で検討し、決定させていただきます。 
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番
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13  （安芸中学校・高等学校については、）平成 26 年の再編

計画では「南海トラフ地震への対応のため、適地への移転

を検討する」としていながら昨年南校舎を新築（修正：２

年８ヶ月前の平成 28 年２月完成）したのはなぜなのか。

この新しい校舎をどのように利用するのか。また移転後の

グランドや体育館をどのように利用するのか。利用中に地

震に遭遇した場合、高校生をどういう経路でどこへ避難さ

せるのかを十分検討すべきと思う。 

 平成 26 年の「前期実施計画」策定時には、「適地への移転を検討する」という方針を決定しました

が、移転地の適切な候補がなく、引き続き検討はするが、明確な予定は立っていないという状況でした。 

 こうしたなか、危険な状況を放置することなく、現在の安芸中学校・高等学校の校地において、地震

や津波から可能な限り生徒や教職員の命を守る対応を図る必要があるという判断のもと、南校舎の改築

を行ったところです。 

 なお、現在の安芸中学校・高等学校の跡地利用につきましては、これまでの検討過程において、「こ

の場所が空洞化しないように」「有効な利活用を」「部活動の拠点校としての練習環境の確保をお願いし

たい」などのご意見をいただいておりますので、今後、安芸市などと協議しながら跡地利用について検

討していきます。 

 また、現在の安芸中学校・高等学校においては、北校舎屋上が津波避難ビルに指定されており、学校

及び地域住民が避難するようになっており、避難訓練も年３回実施しておりますので、跡地利用決定後

も津波避難ビルとして活用する方向で検討させていただきます。 

 

 

14  中学校からの普通科、工業科、商業科と多くの選択肢を

身近に感じられる点や選択できる点は評価できる。この統

合校の中高一貫での特色や魅力をどう考えているのか教

えてください。 

 また、中学校時のカリキュラムには、どのような特徴を

入れたものを考えているのでしょうか。 

 「後期実施計画」（案）の５・49 ページにお示ししているように、併設中学校から併設高等学校への

進学において、進路選択できる学科（専攻やコースを含む。）が現状よりも増えますので、将来を見据

えた進路選択ができるよう、これまで以上に系統的なキャリア教育を充実させると同時に、進路指導体

制も整えます。 

 また、中学校のカリキュラムについては、併設高等学校の学科改編を行う平成 34 年度に併せて、新

たな教育課程とカリキュラムを編成する予定です。 

なお、その際には、これまでの安芸中学校で取り組んできた充実した英語教育の取組は継続しながら

も、他の教科指導においても確かな学力を育む内容となるよう検討を進めてまいります。 

 さらに、部活動においても中高一貫教育のメリットを生かした活動に取り組んでいきます。特に、「後

期実施計画」（案）の５ﾍﾟｰｼﾞに記載している重点的に体制を整える部活動はもちろん、多くの生徒がい

るメリットも生かし、多様な部活動の設置と、団体競技となる部活動についても充実した活動ができる

よう環境面も含め対応していく予定をしています。 

 

 

15  東部地域で統合校をどのような学校にしたいのか、将来

のビジョンを明確に示していただきたい。 
「目指す姿」については、「後期実施計画」（案）の５ﾍﾟｰｼﾞに、また、それらを整理した「学校の姿」

については、「後期実施計画」（案）の 49 ﾍﾟｰｼﾞにお示ししているとおり、魅力ある教育活動、安心して

安全に学ぶことができる教育環境、文武両道、進路保障、地域を支える人材の育成などを掲げ、一部で

は数値目標もお示ししております。 
 
 

16  学校や学生たちの地域にあった地域貢献、地域活性化活

動や安芸市とのフレンドシップ協定についてどう考えて

いるのでしょうか。 

 統合後の姿として「後期実施計画」（案）の 49 ﾍﾟｰｼﾞにお示ししているとおり、安芸市との連携協定

による地域協働活動についても継続させていただき、地域の課題を探究する課題研究等を通して、地域

貢献や地域活性化活動を実施していく予定をしております。 
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17  農業科の開設が無理なら、地元農家と連携したり、園芸
クラブを開設したり、また卒業後に県立農業大学校などへ
の進学を推進し、地域へ帰ってきて農業をして家族と生活
できるような、学校全体の取組が必要です。 
 大した目標もなく曖昧に大学進学をするよりは、国家資
格のとれる短大や専門学校への進学や、地元への就職がで
きるようキャリア教育を普通科の生徒へもしてほしい。 
 

 農業科については、統合校に新設する予定はしておりませんが、農業を含めた多様な進路選択への対
応については、現在、普通科を設置している安芸高等学校においてもキャリア教育に取り組んでおりま
すし、「後期実施計画」（案）の 49 ﾍﾟｰｼﾞにお示ししているとおり、統合校については、中学校段階から
のキャリア教育を更に充実させることとしております。 
 
 

18  工業科を１学科にした根拠をお教えください。 

 

 安芸桜ケ丘高等学校の工業科については、平成 29 年に１学科とする件について意見公募を実施し、

規則改正のうえ、平成 30 年度入学生から１学科としております。 

 そのうえで、今回の統合においても、東部地域や香南市などの今後の児童・生徒数の推移なども踏ま

え、現状の生徒数を確保することが難しいと予想されるなか、統合によって活力ある教育活動を展開す

ることで生徒数確保を実現するために、現行の学級数（１学級）を維持することとしております。 

19  建設科 30 人（土木専攻 15 人、建築専攻 15 人）、機械科

30 人（機械 15 人、機械電情 15 人）の２科編成か、工業科

土木専攻 15 人、建築専攻 15 人、機械専攻 15 人はどうで

しょうか。 

 

20  統合による学科編成は、子どもたちや地域が求めている

ものでしょうか。 

 

 安芸地域での２回にわたる教育委員会協議会での意見聴取や、学校及び学校関係者からの意見聴取、

また、中学生を対象に実施したアンケート調査や産業界からの意見聴取の結果など、県民の皆様の声を

聴かせていただいたうえで学科及び専攻について、決定させていただいております。 

併せて、検討過程においては、これまでの両校の志願者数や入学者数、景気の動向も踏まえた専門学

科への志願状況の変遷なども検討しております。 

新たに設置する「機械専攻」については、中学生に実施したアンケート結果でも希望が多く、東部地

域の産業界からも設置を望む声が強かったことから、新たな専攻とすることとしております。 

なお、教育内容につきましては、資格取得を促す授業や補習も充実していきます。詳細な教育課程に

つきましては、平成 34 年度の学科改編に向けて準備を進めていくことになります。  

また、東部地域において、工業に関する学科について全ての学科や専攻を設置するのは難しく、現在

でも電気、化学については、学科又は専攻の募集はしておりません。 

なお、「後期実施計画」（案）の学科構成では、「建築専攻」が新たに募集停止となりますが、より多

くの子ども達や地域の産業界から必要とされる新たな専攻を設けることで、遠方への通学を必要とする

生徒ができるだけ減少するように対応していきたいと考えております。 

  

 

21  東部地域の特徴を生かした学科構成なのでしょうか。 

 

22  建築専攻は、数々の地域活性化や貢献により、認知度や

地域からも必要とされているのになぜ、建築専攻をなくす

のでしょうか。 

 

23  建築専攻では、入学者数も安芸市とのフレンドシップ協

定を結んだ時点から微増しているのになぜ、建築専攻をな

くすのでしょうか。 

 

24  新学科ができることは良いことですが、室戸高等学校の

機械科（修正：機械系列）を持ってきたように見える。高

知東工業高等学校にも機械科がある状態で、統合校の機械

科の特徴、魅力は何か。機械科に至った経緯をお教えいた

だきたい。選ばれる強みがなければ 10 年後いや５年後に

は、高知東工業高等学校の機械科に吸収され、東部の工業

学科系は消滅するのではないでしょうか。 

 

25  電気、化学、建築分野を学びたい子ども達には、時間や

経済的な負担が大きくなるのではないでしょうか。 
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26  技術者の担い手不足は更に加速し、東部地域での技術者

不足や工業発展をどう考えているのかお教えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度から平成 35 年度までの 10 年間の県立中学校・高等学校の在り方と方向性を示した「県

立高等学校再編振興計画」（平成 26 年 10 月策定）では、「工業に関する学科は、工業技術の高度化、環

境・エネルギー問題への関心の高まり、情報化とネットワーク化の進展、伝統技術の継承などに対応し

た教育内容を必要とする。また、ものづくりに関する基礎的な知識や技能を確実に身に付けさせるとと

もに、地域や産業界、大学等との連携をより一層図ることで体験的な活動の充実に努める」としており

ます。 

こうした基本方針を踏まえ、「産業教育審議会」からもご意見をいただきながら取組を進めておりま

すので、統合する学校において、全ての学科や専攻を設置するのは難しいですが、東部地域も含め本県

の産業を担う人材を育成するとともに、産業振興のために高等学校として果たすべき役割を担っていき

たいと考えております。 

窪川高等学校

と四万十高等

学校 

(６・７・29・30

ﾍﾟｰｼﾞ) 

27  今回条件付きで継続となっている窪川高等学校と四万

十高等学校については、生徒減少の中で存続は非常に厳し

いものがあり、統合の可能性は十分に考えられます。 

ただ、旧窪川町と旧大正町の中山間地域にあって公共交

通機関もあまり便利でないことから、生徒の通学に支障が

生じないように今から対応策を考えておく必要もあるか

と思います。 

 「後期実施計画」（案）では、両校存続で振興策に取り組むこととしていますので、まずは、確実に

その取組を推進していきます。そのうえで、教育効果の検証を県教育委員会で行ってまいります。 

 なお、ご指摘いただいた件につきましては、今後、統合等が必要な状況が生じてくる場合には、既に

設けております「県立高校通学支援奨学金貸与」制度も含めて、対応策を検討してまいります。 

28  両高等学校は同一町内にあり、高南台地の質実な人材の

住む２校を単に１校にするということではなく、新設校の

感覚で現在の窪川高校に立地する。 

文理科、地方創生科、国際教養科とし、校名は「窪川四

万十高等学校」とする。 

 両校については、これまで「両校単独で存続」「統合しキャンパス制」「校地も含めて一つに統合」と

いう３案について、学校関係者や地域の意見も踏まえながら協議した結果として、「両校単独で存続」

となっております。 

 今後は、これまで以上に地域と連携し、両校の魅力化に取り組んでまいります。 

 なお、「後期実施計画」（案）の７ﾍﾟｰｼﾞにお示ししているように、できるかぎり両校とも定員を充足

するよう、県教育委員会としてもＰＤＣＡを徹底しながら、教育課程や、学校・地域の振興策の取組に

ついて改善・充実を図り、教育効果が得られているかについては、継続して検証を行ってまいります。 

高知追手前高

等学校吾北分

校 

(７・26 ページ) 

29  吾北地方の旧上八川村の人々の教育への情熱によって

吾北分校は設置され、長い間立派に役目を果たし、多数の

卒業生を社会に送り出したが、人口減少の現実を受け入

れ、高知追手前高等学校に統合するのが最善の選択であ

る。 

なお、その際はスクールバスを上八川から高知追手前高

等学校まで運行。 

 高知追手前高等学校吾北分校は、地域の伝統芸能である清流太鼓の継承・発展に向けた取組や、地元

の小中学校との連携も含め、吾北地域の活性化に取り組んでおります。 

さらに、平成 31 年度からは、いの町等との協議も踏まえた学校の在り方である「後期実施計画」（案）

の 26 ﾍﾟｰｼﾞにお示ししている高知追手前高等学校吾北分校の振興策を着実に実施し、分校ならではの

充実した教育を展開していきたいと考えております。 

中村高等学校 

西土佐分校 

(７・34 ﾍﾟｰｼﾞ) 

30  分校といえども立派な長い歴史を持ち続け、多くの卒業

生を社会に送り出し、すばらしい学校の役目を果たした。 

 西土佐の地域の人々の熱い想いの中で創立された時世

は移り変わった。中村高等学校に統合するのが最善の道で

ある。 

なお、その際はスクールバスを西土佐津野川から中村高

等学校まで運行。 

 中村高等学校西土佐分校は、近年、地元自治体や卒業生、学校が一体となって、県外や幡多地域など、

西土佐以外からの生徒確保に向け、様々な取組を展開すると同時に、西土佐地域の魅力を生かした部活

動であるカヌー部は、県内トップクラスの実力を有し、活躍しております。 

 さらに、平成 31 年度からは、四万十市等との協議も踏まえた学校の在り方である「後期実施計画」

（案）の 34 ﾍﾟｰｼﾞにお示ししている中村高等学校西土佐分校の振興策を着実に実施し、分校ならではの

充実した教育を展開していきたいと考えております。 

 



項目 
(該当ﾍﾟｰｼﾞ) 

番
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室戸高等学校 

(８・12 ページ) 

31  室戸高等学校は地域になくてはならない高等学校であ

るにもかかわらず、学校を取り巻く環境は容易なものでは

ないため、再編というよりも新設に等しい「大改革」でな

くてはならない。 

 日本一の「室戸岬」を校名に取り入れ、オールニッポン

にアピールし、全国から生徒を募集する。そのために学習

内容、教員構成、設備、校舎などのハード、ソフト両面に

人心を引きつける「魅力」が必要である。かつて 800 人が

今160人（修正：正確には全日制の全校生徒107人 H30.5.1

現在）に減少したのはなぜか、原因を追及し解決策を見出

す必要がある。 

 また、遠方からの生徒にはマイホーム並みの寮を用意す

る。 

 学科は、国際学科、自然科学科、文理数英学科。 

 羽根から学校、甲浦から学校のスクールバス運行。 

 室戸高等学校については、立地場所の地理的な状況からも地域にとって必要な学校として位置付け、

「総合学科」への学科改編も実施してきました。 

 そして現在、人口減少のなか生徒数も大幅に減少してきた結果、志願者及び入学者数が減少していま

す。これらの打開策として、地域外からの生徒確保の取組として以前は、男子硬式野球部による活性化

にも取り組んできました。現在は、女子硬式野球部による県外生も含めた地域外からの生徒確保にここ

数年取り組んでおり、室戸市と一体となった取組を推進していこうとしています。 

 また、今回の計画策定に当たって、学校・地域行政・地域が一体となった「室戸高校魅力化の会」が

開催され、県教育委員会による地域からの意見聴取も含め、その中で出された意見をもとに今回の振興

策とさせていただいています。 

 今後は、女子硬式野球部においてもこれまで以上の取組を展開すると同時に、教育内容の充実や地元

中学校との接続を強化するといった振興策に取り組んでまいります。 

 なお、寮につきましては、現状の施設を活用してまいりたいと考えております。 

 また、スクールバスの運行につきましては、民間経営の公共路線バスが設定・運行されておりますの

で、地域振興の視点から、既存の路線バスを利用させていただいております。 

山田高等学校 

の学科改編 

(８・16 ﾍﾟｰｼﾞ) 

32  山田高等学校は香美市学園都市構想のもと、地域密着型

の高等学校として様々な取組を展開しています。高知工科

大学を視野に入れた「探究科（案）」の新設は時期を得た

ものであり、高く評価しています。これまであまり特色が

なかった学校が、香美市保幼小中高大の一貫教育の一端を

担っていただけることは、非常にうれしいことです。 

また近くには高知工科大学だけでなく、高知大学医学

部、高知大学農林海洋科学部もあり、それらも視野に入れ

て取り組むことを期待しています。また、これまでのとお

り普通科の教育の充実も図っていただきたい。 

 山田高等学校の全日制については、これまでの「普通科」・「商業科」の２学科から、「探究科（案）」

を新たに新設し、３学科の多様な学びのできる学校に学科改編いたします。その中では、新たな「探究

科（案）」での教育内容の構築はもちろんのこと、「普通科」・「商業科」につきましても、これまでの取

組を発展・充実させていただきます。 

 なお、ご指摘のありました件も含め、まずは高知工科大学との連携を進めてまいります。その後、他

の大学や教育・研究機関との連携も検討してまいります。 

33 山田高等学校の振興に向けた新たな取組には大変、興味

があります。その中でも「探究科（案）の新設」には大い

に期待するところです。 

小学校・中学校で取り組んできた「探究的な学習」が高

等学校でさらに進化していくことを願っています。 

そして、その「探究科（案）」の基本的な方向性が普通

科にも良い影響を与え、普通科も活性化することを期待し

ています。 

 

 



項目 
(該当ﾍﾟｰｼﾞ) 

番

号 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 

中芸高等学校 

(13 ページ) 

34 中芸地区には津波により浸水する恐れがある小中学校

があり、安全な中芸高等学校に中芸小中学校として開学す

ることができないか、田野町、奈半利町、北川村などと協

議を。 

また、このまま中芸高等学校の生徒数が減少し、教育環

境を維持するのが難しくなった場合でも、安芸高等学校の

中芸キャンパスとして学校を残し、地域の教育活動や災害

の救援救護に貢献するみちを考えるべきと思う。 

 

 現在の中芸高等学校の敷地には、県民からのニーズの高い特別支援学校として既に山田養護学校田野

分校を設置させていただいております。 

 また、ご指摘の小中学校の設置につきましては、各自治体の施策になりますので、ご意見があったこ

とについては、田野町、奈半利町、北川村にお伝えさせていただきます。 

 なお、中芸高等学校の今後の在り方については、「後期実施計画」（案）の 13 ページにお示ししてい

る振興策を着実に実施していきたいと考えております。 

嶺北高等学校 

(26 ﾍﾟｰｼﾞ) 

35  嶺北高等学校は嶺北地方の人々の心の支えであり続け

た。現在の生徒数 80 人（修正：正確には全校生徒 67 人 

H30.5.1 現在）は確かに少なすぎるが、再編再興して地域

社会の核となり、嶺北地方を支える人材の養成の役目を果

たさなければならない。 

 大豊町中学校、嶺北中学校、大川中学校の協力、高知大

学農林海洋科学部・地域協働学部と連携し、地域発展の一

翼を担う大切な高等学校である。 

 早明浦ダム、豊かな森林資源、高冷地農業、観光など可

能性を秘めた地域であるから嶺北高等学校の担う役割は

大きい。ダム湖畔の高台に移転し、地方創生科、文理科を

設ける。 

また、京阪神、中京、京浜を中心に全国から生徒募集を

行う。 

 

嶺北高等学校は、既に嶺北中学校とは、同一敷地内で建物も共有し連携型中高一貫教育に取り組んで

おり、さらに土佐町中学校とも、連携型中高一貫教育を実施しています。 

学科や教育内容についても、大豊町、本山町、土佐町、大川村の自治体と学校関係者、学校による「嶺

北高等学校魅力化推進協議会」を設置し、協議してきた内容を「後期実施計画」（案）の 26 ﾍﾟｰｼﾞにお

示ししていますので、今後は、地域と一体となった方向性のもと、地域社会を支える人材育成として、

その振興策を着実に実施していきたいと考えております。 

 なお、生徒募集については、本山町や土佐町と一体となって取り組んでいる「カヌー」の活性化を柱

に、県外も含めて地域外からの生徒確保に努めてまいります。 

檮原高等学校 

(30 ﾍﾟｰｼﾞ) 

36 昭和９年、檮原村立孝山塾青年学校として呱呱の声をあ

げ、昭和 24 年、県立檮原高等学校となり、今日に至って

いる。檮原の人々が困苦の末構築した教育の殿堂である。

「国際人は土佐の山間より」。県立檮原国際高等学校と改

名し、山間より全世界に飛雄する人材の出る日が来る。 

梼原中学校、葉山中学校の協力を得、県内外中学生の移

住者を迎え、四国山地開発の拠点となる日を期待したい。 

学科は、文理科、地域創成科、国際教育科。 

土地柄立派な人材の育つ高等学校であるから、県・国の

莫大な教育投資を行う再編があってよいのではないか。 

 

 檮原高等学校については、既に梼原中学校及び東津野中学校と連携型中高一貫教育に取り組んでいま

す。 

また、近年は、梼原町からの支援も受け、男子硬式野球部による地域外からの生徒確保や、地元中学

校から９割を超える進学率を達成しています。 

現在、取り組んでいる方向性については、梼原町と連携し、更に充実させていくこととなっており、

今後は、「後期実施計画」（案）の 30 ﾍﾟｰｼﾞにお示ししている振興策を着実に実施していきたいと考えて

おります。 

 

 
 
 


